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午後1時30分 開会 

○河野課長 それでは、お時間になりましたので、ワーキンググループを始めたいと思います。

本日はバングラデシュ国ダッカ都市交通網整備事業の環境レビューに対するワーキンググルー

プということでございます。まず初めに主査を決めていただきたいんですが、先ほどお話し申

したところ、松下先生のほうでお願いできるということです。よろしくお願いします。 

 それでは、議事を松下先生お願いいたします。 

○松下主査 それでは、早速ですが、バングラデシュダッカ都市交通網整備事業環境レビュー

方針について、事務局からご説明をお願いします。 

○市口課長 私は南アジア部でバングラデシュの担当課長をやっております市口と申します。

よろしくお願いいたします。 

 私から、バングラデシュ国ダッカ都市交通網整備事業の環境レビュー方針について、説明さ

せていただきたいと思います。 

 A3の資料が既に配付されておりますのでごらんいただければと思います。まず、確認済みの

事項でございますが、こちらは既に協力準備調査の報告書にも入っている事項ですので、説明

は省略させていただきまして、下のほうの環境レビュー方針について、ご説明をさせていただ

きたいと思います。 

 まず、全般的事項ということでございますが、（1）許認可ということで、環境省が承認し

ましたEIAの情報公開方法について、まず確認する必要があるということ。それから、ルート

が一部変更になっておりまして、それに対応する形での修正版のEIA報告書の差しかえ手続に

ついて再度確認する必要がある。それから、車両基地、こちらが一番大きな用地取得になって

おりますけれども、関係機関からの承認取得状況といったところを確認していきたいと思って

おります。 

 モニタリングについては、EIA・RAPに基づくモニタリング計画及び実施体制及び予算措置、

現地ステークホルダー及びJICA報告用のモニタリング結果の情報公開項目、方法といったとこ

ろを確認したいと思っております。 

 その他ということで、工事中及び供用後の環境管理計画の実施体制及び予算措置について確

認していきたいと思っております。 

 公害関連でございますが、協力準備調査でそれ相応の内容の環境管理計画というのが出てき

ている。それを踏まえまして、実際にそういった緩和策の実現可能性を確認したいと思ってお

ります。加えて、モニタリングに関する項目、頻度、場所を確認していきたいと思っておりま
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す。 

 建設用の仮設ヤードにかかわる許認可、それから周辺の環境・社会状況も確認していきたい

と思っております。 

 自然環境については特段の要確認事項はないということでございます。 

社会環境でございますが、それなりの内容のリセトルメント・アクション・プランができて

いる。これをきちんと実施していくというところがいかに担保していくかというところが環境

レビューにおける大きなイシューと認識しております。 

 具体的には、実施機関の実施能力をきちんと評価して、必要に応じてきちんとした対策を盛

り込んでいくということ、それから移転・補償補助、NGOを含む実施機関だけではない関係者

も含む実施体制の確認、用地取得及び住民移転手続の今後の具体的なスケジュールの確認、そ

れからRAP及びモニタリング報告書の国内情報公開場所というのも確認していきたいと思って

おります。 

 最後に、労働環境ですが、労働災害防止、安全衛生計画等の作成時期についても確認してい

きたいと思っております。 

 以上でございます。 

○松下主査 それでは、以上のご説明に関して、質問あるいはコメントがありましたらお願い

いたします。いかがでしょうか。 

○田中委員 今お話があった確認という意味ですが、これはこの前も助言全体委員会で確認と

いうのはどういう意味だという話があったんですが、ここで想定している確認していきたいと

思うという、JICAとして確認していきたいということだと思うんですが、どういう行為を想定

しているんですか。つまり、この前の助言委員会では、相手政府あるいは相手方の事業主体に

対して、こういう措置が行われているかどうかということを確認し、その上で、今後行われる

可能性もあるわけですけれども、その上で行われなかった場合には必要な是正措置をとる。あ

るいは要請をする、そういうことを意図しているんですか。ここでいう確認というのはどうい

う意味を含意していますか。 

○河野課長 おっしゃるとおりで、今回のミッションでこういった書かれている項目について

先方実施機関と協議を行い、その内容について確認をする。確認をするという意味は、JICAの

環境社会配慮ガイドラインに沿って問題がないかどうかというふうな観点から確認をするとい

うことです。ガイドライン上何か問題になるようなことが想定される場合には、先方政府に是

正を求める、または合意する。もし仮にそういったことができない場合、協力できない可能性
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もあるということがガイドラインで規定されているということであります。 

○市口課長 1点補足させていただきますと、基本的には今の河野の説明でよいのですが、今

の我々のミッションは、あくまでまだファクトファインディングでございまして、この後JICA

の中で検討をして、それから日本政府にも報告して、それで審査をやっていいということにな

れば実際の審査という形で再度現地に来てさまざまな協議を行っていく、それが環境レビュー

ということです。その環境レビューの中で、今、河野が申し上げたような対応を行っていくと

いうことでございます。 

○松下主査 一般的な意味ではJICAガイドラインの観点から見てチェックをする。それに応じ

て、必要に応じて是正を要求したりするわけだけれども、今回の場合はファクトファインディ

ングで、審査も当然後に控えている。 

○河野課長 まだ審査ではないです。 

○田中委員 確認という意味はよくわかりましたが、そうすると、今日、例えばお出しいただ

いているこのA3版の環境レビュー方針という資料がありまして、上は確認済み事項とあります。

下は環境レビュー方針とありますが、そうすると、この確認済み事項の意味、まさにいま言っ

た確認済み事項の意味はどういうことになるんでしょうか。位置づけとしてはどういうことに

なるんでしょうか。 

○市口課長 この確認済み事項は、協力準備調査の報告書の要約ということでございます。実

際には委員の皆様からもまだ協力準備調査の報告書についていろいろご指摘をいただいていま

すので、そういった修正を行う。それが確認済み事項になりまして、それに基づいてさらに環

境レビューを行っていくという位置づけと理解しています。 

○田中委員 そうすると、先ほど私が言った確認するという意味の確認と、ここで確認済み事

項としている確認というのは意味が違うものということですか。 

○河野課長 同じことかと思いますけれども、要するにガイドライン上求められている要件が

幾つかありまして、ざくっと言ってしまうと、世界銀行のセーフガードポリシーと大きな変わ

りはないというふうなものがあります。それ以外にも、EIA、環境影響評価と住民移転と先住

民族についてはさらに世界銀行のセーフガードポリシーの項目を指定して、こういったことを

確認するべき事項であるということに位置づけられています。そういった世界銀行のセーフガ

ードポリシーなども参照しながら、我々として押さえていかなければならない点もここに整理

しているということです。それは、今調査をやっていますので、調査で確認できた事項をここ

に落しているということです。 
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○田中委員 もう一回確認すると、これは一般的な意味の確認ですが、ここでいう確認すると

いうのは、相手国政府と協議して、ガイドライン上照らして適切に行われているかどうか、あ

るいは行われる予定があるかどうかということを確認をし、必要があればその是正を求める。

あるいは協力する範囲、しない範囲も含めて判断する。そういうことが確認であるとすると、

そうすると、確認済み事項というのは相手方政府と、ここのところはもう既に確認をして、こ

ういうことはある意味実行されるということは終わっている事項という理解してよろしいんで

すか。ですから、ちょっと概念が違うと思うんですが、多分事務局はそちらの説明がちょっと

違う。 

○市口課長 確認済み事項は、これは繰り返しですけれども、協力準備調査報告書のサマリー

でございます。協力準備調査報告書については、先方政府との合意形成はできておりますので、

確認済み事項というのは先方政府も合意している、そういう事項ということでございます。 

○田中委員 まさに二つあって、この確認済み事項というのは、レビュー方針のレポートのサ

マリーであるというのが1点と、しかもここに書かれている内容については既に相手方政府と

合意されているということでよろしいですか。そういう理解で。 

○市口課長 はい、そういうことでございます。 

○松下主査 それでは、それ以外の点について、何か質問、コメント、いかがでしょうか。 

○柳委員 確認済み事項と環境レビュー方針で取り上げている公害関連自然環境、社会環境に

ついては、これは鉄道建設ということで社会環境配慮ガイドライン、環境チェックリストの中

の鉄道という、8番目に書いてあるんですけれども、そこの項目で当該地域でその項目につい

ての一応の当てはめをやって、そういうチェックをしたということですね。それで、例えば生

態系については、ここで列挙している、これはこういうことは環境上非常に大きな影響を与え

ることがあるという、一般的に認識されるものを項目として上げているわけですけれども、そ

の項目に該当がなければ、それで影響がないというふうに判断するというためのものでは本来

はないのです。それは特に重大な影響を及ぼすところは絶対逃してはいけないのでこのチェッ

クリストの項目に上げているにすぎないので、それ以外はどうでもいいというわけではない。

だけれども、それを自然環境、例えば環境レビュー方針で特段の要確認事項なしというのは、

これは例えば環境配慮の具体的な環境レビューをやっても、自然環境については特に指摘する

ような問題がEIAのスタディのドラフトの中で見当たらない、こういうような理解なのでしょ

うか。 

○河野課長 必要があれば後で補足してください。まず、チェックリストはどうかということ
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なんですけれども、本件については調査もやっていますし、そもそもどういった環境影響があ

るのかということをスコーピングの段階で行われています。ですから、ここに書いています公

害、自然、社会環境、すべてについて、まず調査団が行ってどこが大事か。その上で、調査を

した上でこういう結果が出てきている。ですから、必ずしもチェックリストでチェックしたか

ら関係ありませんということではなくて、あくまでスコーピングを経た上での調査結果につい

て我々としては問題ないということを今確認しているということでございます。 

○柳委員 それもそういうふうに私も基本的にはそういう理解ではあるけれども、それで具体

的にスコーピングをやって、この項目は漏れなく一応はチェックするわけですね。それから外

れてくるもので、特に問題がないと判断したということでここに記述されている、こういうよ

うな理解だということですね。確かに当該地域ではこういった鉄道建設に当たって、特に国立

公園であるとか、重要な希少種がいるような地域を横断するということはないというようなこ

とであっても、その周辺に自然環境が全くないわけではないですね。だから、そういうものに

対する配慮というのはチェックリストやスコーピングからは漏れてきているわけです。本来通

常スコーピングをやるときに、チェックリストに書かれたことは基本的にはやる。そういうチ

ェックをするということがありますけれども、現地踏査をするときに、やはり重点がそこに置

かれてしまうわけです。マッピングで全体を見て、どういうような地形、地質等や生物生態系

がどうなっているのかというときに見たときに、当該地域の開発が行われるところに国立公園

やそういうものがないとなると、それでもう終わってしまうということは一般的に多いように

思うのです。 

○河野課長 ただ、この調査につきましてはスコーピングの段階から調査団が行って現場を確

認して、さらにそのスコーピング案について助言委員会に今諮ってご意見を求めた上でやって

いますので、チェックリストとは余り関係なくて、むしろこの案件固有でどういう問題がある

かということを把握した上でやっていますので、私の理解では、そういった意味では漏れがな

いのではないかなというふうに思いますけれども。 

○柳委員 お言葉を返すようですけれども、助言委員会で見るときに、どうしても基本的にこ

ういった大きな環境負荷があるようなところを重点的にどうしても見てしまうというところは

あるわけです。そこだけは逃さないというふうに思っている。逆にいえば、それ以外のところ

というのは見落としてしまうというのがあるのじゃないか。それは単なる危惧にすぎないので

しょうか。 

○河野課長 そこは、もしそういうご危惧があれば、スコーピングの段階で、柳先生いらっし
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ゃらなかったのかもしれませんけれども、そういった意見が出たかというふうに思いますし、

少なくとも調査団はスクラッチからちゃんと見ていますので、全く問題ないというふうに最初

から片づけているというふうなことではないのではないかなというふうに思いますけれども。 

 ミッションで何か補足があればお願いします。 

○市口課長 今回の環境レビューで確認事項なしとしたのは、協力準備調査においてそれなり

の調査が行われていまして、それで十分という判断で環境レビューでは特に対応する必要はな

いと考えております。ただ、一方で、当然建設段階、それから実際のオペレーション段階で、

何らかのやはり自然環境への影響が起こり得るということは排除できないということですので、

環境管理計画では実際に自然環境についても項目を設けてモニタリングをしていく。もし何か

問題が起こればモニタリングのところで発見して、適切な対応を行っていくというような形に

なっております。 

○田中委員 こだわるようですが、つまりこれは環境レビュー方針という、下の、ある意味確

認済み事項というのは、既に相手方政府、これまでの調査の段階で協議し、合意している範囲

だと。今回環境レビュー方針というのは、この資料でいけば二段書きのところにあって、この

内容を、端的にいえばいいんですかということを確認してほしい、あるいは審査してほしい、

こういうことですね、助言してほしい。そうすると、自然環境については特段の要確認事項な

しと書いてあるんだけれども、多分意味は、要するに確認済み事項に書いてあるものは確認し

て相手方と協議しているので、これ以外に特段の要確認すべき事項はないという、だから、特

段の確認事項がないというわけではなくて、確認済み事項はこれは既に確認しているわけだか

ら、あるわけですね。その辺で、それ以外の確認すべき事項はない、そういう意味でいいんで

すか。この特段の要確認事項がないというのは。 

○市口課長 多分環境レビューというのは二つ意味があって、我々は狭義の環境レビュー、す

なわち審査のときの環境レビューばかり申し上げていますけれども、いわゆる広義の環境レビ

ューの意味では、当然協力準備調査、それから審査段階の狭義の環境レビューも含めて、広い

意味での環境レビューというのを我々としては行っていくということです。自然環境について

は、これまでの協力準備調査、それから我々も何回も現地に来て先方政府と議論していますけ

れども、そこで対応できていますということで、審査の段階、つまり狭義の環境レビューの段

階では、特に追加的に対応する必要はないという意味合いでございます。 

○田中委員 繰り返すようですけれども、実は私が質問を出させていただいた追加ペーパーが

ありまして、実は環境レビューとは何かというのがよくわからなかったんです。改めて、実は



 7

ガイドライン上にどういう規定があるかということを見てみると、用語は繰り返し使われてい

るんですが、こういうものが環境レビューであるというのが見当たらなかったものですから、

それについて教えてほしいということでコメントを出したんです。確かに文言にはここに書い

てある今日のJICAの回答の青字のところが環境レビューだというのはこうなっているんですが、

そもそも環境レビューというのは一体何をする行為を差すんですかという定義は、河野さん、

あるんですか。 

○河野課長 ここに書かかれてあるとおり、お手元のペーパーで、これは田中委員からいただ

いたご質問なんですけれども、JICAの回答の二重括弧書きのところです。上のほうから書いて

いますけれども、要は下の段落のところは環境レビューのことをまさに記載されている。相手

国等から提出された環境アセスメント報告書等を用いて環境レビューを行います。内容として

は、プロジェクトがもたらす可能性のある正及び負の環境影響について確認をする。負の影響

についてはこれを回避し、最小化し、緩和し、あるいは代償するために必要な補足を評価する

とともに、さらに環境開発を図るための方策があれば当該方策も含めた評価を行う。情報公開、

現地ステークホルダーとの協議結果を確認する。ここがまさに環境レビューのガイドラインに

書かれている該当箇所というふうに理解しています。 

○田中委員 そうですね。私もそのように、多分このことがそうかなと思うんですが、明示的

になくて、環境レビューを行う。プロジェクトがもたらすという、ここに文言がなっていて、

この文意の文脈からすればどうもこのことが環境レビューを包括的に説明している文書だとい

うふうに理解をしたんですが、他のところ、例えばEIAとは何かとか、SAとは何かとか、目的

定義のところにちゃんと書いてあるわけです、そういうのがないんです。そこでわからなかっ

たので改めて再確認をしたいということです。しかも、この文章の中に環境レビューとはと主

語があれば環境レビューとはこういうことだということがわかるんですが、このところが文章

の中に溶け込んでいるので。このことが環境レビューである。そうすると、環境レビュー方針

という今回書かれたこの表のこの部分は、正負の影響、正及び負の影響について確認をした上

で、それを最小化する、あるいは緩和し、代償するために必要な方策があり、さらに環境改善

を図るための方策であったり、現地ステークホルダーとの協議結果について確認する。こうい

う方針がこの中に、環境レビュー方針という中に示されているかという質問です。 

 見ますと、例えば公害関係についていえば、公害に係る全般事項として、予見される環境影

響に対する緩和策の実現可能性。モニタリング項目、頻度、場所。と書いてあって、これは項

目だけしかないんです。こういう内容についてどのように、まさにここでいえば確認をしてい
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るのか。あるいはどういう方策をここで提示しているのかということがないと、環境レビュー

にならないんじゃないか、レビュー方針にというふうに思ったんです。 

○河野課長 私の理解では、これは調査の中でカバーされているんじゃないかと思いますが、

ミッションチーム、どうでしょうか。 

○市口課長 調査の中でカバーされております。ただ、我々としてはきちんとした実施を担保

するために、改めて先方政府と合意して、もし必要であれば何らかの追加的な対策とか是正措

置を盛り込むという趣旨で書いております。 

○柳委員 例えば、生物生態系でいうと、この調査は半年しかやっていないですね。通年で一

応見るわけです。例えば希少種がないというのも、通年で見ていますかというと、いや半年、

9月から3月までを見ていますという、こういった調査をやっている。そうすると、抜けている

ところはあるのじゃないですか。その半年の調査で、例えば希少種だとかそういうものがあり

ませんでした、同定できませんでしたというような記述になっているわけですけれども、本当

にそれでいいのですか。普通の生態系の調査では通年でみるというのが一般的に、例えば国内

でそういうような調査を見ていないと、例えば渡りだとか、いろいろな鳥類とか飛来している

時期とか、一応決まっていますので、それはずれてしまうというようなことがあります。そう

いうものがないとしても、やはり1年という単位でよく見るということがあるわけですけれど

も、この調査では半年だと。そこで、いないので、今度は環境レビュー方針でも特段にいませ

んよという話になってくる。そういうことで大丈夫なのですか。 

○河野課長 それは案件によって違うんじゃないかなと思っていまして、案件でどれくらい情

報を持っているかによっても違うんじゃないかと思っていまして、どれくらいの期間、どれく

らいの調査をやるかというのは、まさにスコーピングの段階で調査団がいろいろな情報を踏ま

えて考えたものだと思うんです。 

○柳委員 もちろんそのときに、文献的に一応あるわけですから、文献的なサーベイでスコー

ピングの段階で既存情報としては全部把握しているわけです。 

○河野課長 本件については私は今答えられませんけれども、いずれにしろ一般的にはスコー

ピングの段階でどういう調査、もし通年でやる必要があればその段階でこれは通年でやるべき

だというふうなことで処理していくのではないかというふうに理解しています。ただ、今回の

がもし仮に半年しかやっていないのであれば、そういう判断を下したということではないでし

ょうか。 

○田中委員 そうすると、例えば環境レビューで、自然環境については特段の要確認事項なし
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という記述があります。そうすると、これについては、正負の影響もなく、特段環境対策、こ

こでいうと環境レビュー、方策を講じる必要がないというふうに理解してよろしいんですか。 

○市口課長 そういう趣旨ではございません。繰り返しですが、協力準備調査のものも含んで

先方政府とまさに合意形成をしておりますので、調査でカバーしたものに加えて対応すること

はないということでございます。調査の中では自然環境について、ここにあるとおりさまざま

な分析を行いまして、影響についても分析を行ってきているということでございます。 

○加来 追加で一つよろしいでしょうか。審査部の環境社会配慮課の加来と申します。同行し

ております。 

 今回示させていただきましたこのA3の1枚紙の環境レビュー方針ですが、こちらはあくまで

も現段階でJICA側が考えている方針でございます。これに加えて、EIA、RAP、DFRを今回お配

りした上で、助言委員会の皆様方から追加で何か環境レビューの際に指摘あるいは確認しなけ

ればいけないことがもしあるのであれば、そちらを助言としていただきたいというのが趣旨で

ございます。 

○田中委員 ですから、そもそも何をJICAが環境レビューとして考えていますかというのを今

質問しているんです。そうすると、このA3に書かれているこの項目が環境レビューでいいです

か。私が先ほど確認した、例えば特段の要確認事項なしなんだけれども、それは、例えば上に

書いてある、もう既に確認済み事項は所要のものとして、これは相手側政府と合意しているか

ら、それ以外に特段の要確認事項はなしだと、そういう意味ではないですかといったら、そこ

のところの回答があいまいだったものだから繰り返し言っているんです。例えば、1例ですが、

自然環境のところに水システムです。水システム、水象のところですが、都市排水システムが

脆弱であるから、詳細設計段階についてはさらに引き続き検討していくと、こういうことにな

っています。これは相手側政府としての確認をしているわけですね。だけれども、それ以外の

ところは要確認事項なしでやる、予見されないとか存在しないということになっているわけで

す。ですから、恐らくこれは環境レビューに引き継がれるのは、3）の水象の部分ではないか

と私は理解しているんですが、そういう理解でいいのかどうかということです。そうではなく

て、それもなくて、もうこれは整理としては1）から4）までは自然環境というか、これはもう

既に合意しているので、特段自然環境面については環境レビューとしては方針に盛り込みませ

ん。こういうことでよろしいですか、どちらの理解ですかという質問です。 

○市口課長 おっしゃるとおりでございまして、追加の要確認事項はないという意味でござい

ます。先ほどの3）の水象についても、これは既に先方と合意済みということです。詳細設計
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時云々については、詳細設計という、かなり後の段階でございますが、その詳細設計の段階で

こういった影響について検討するということは合意をしているということでございます。 

○松下主査 それでは、自然環境に関する環境レビュー方針の記述は、今確認されたように、

これまでの協力準備調査で確認された事項以外に追加的な確認事項はない、そういったことで

修文したほうがよろしいですね。 

○田中委員 もう一つ、先ほど現地からのご発言で、例えば自然環境についてはEMPの中でモ

ニタリングをしていく。環境管理をしていく、そんなご発言がありましたか。EMPの中で位置

づけている。これはどんなことを位置づけていますか。僕の見た限りでは余りなかったように

思ったので、確認ですが。 

○市口課長 例えば、環境管理計画の中で、樹木です。樹木についてモニタリングをしていき

ましょうというのが環境管理計画の中に入っております。テーブル6-1のAの4番です。 

○柳委員 今のは、テーブルの3-3の、例えばロードサイドの樹木の保存量は一応調査された。

それが工事後にどうなるのかというところはモニタリングしますという説明ですか。 

○田中委員 今のご質問とも重なりますが、テーブル6-1というのはミティゲーションプラン

なんです。保全措置のことだと思います。モニタリングというのはテーブル6-2なんです。6-2

が、エンバイロメント・モニタリング・アンド・マネジメント・システムで、これがモニタリ

ングであったりマネジメントの対象だと思いまして、その中で見ますと、エア・クォリティと

ウォーター・クォリティは入っているんですが、自然環境要素については、ここでいう生態系

等は入っていないんです。 

○市口課長 大変失礼しました。ご指摘のとおりです。おっしゃるとおり、私が申し上げたの

はあくまでミティゲーションからのものでございます。そういった点を助言委員会としてモニ

タリング項目として入れるべしということであれば、現状モニタリングプランにはおっしゃる

とおりエア・クォリティとウォーター・クォリティしか入ってございませんけれども、ご指摘

を踏まえて今入れようということで考えておりますが、プラスして、そういった自然環境につ

いてもモニタリングするといった形で入れていくことも可能だと考えております。 

○松下主査 それでは、環境レビュー方針に関して、それ以外で確認事項とか、ご質問、よろ

しいですか。 

 では、環境レビュー方針についての質疑は一応これで一段落して、次に助言に対する対応結

果、この資料について検討していきたいと思います。コメント内容とそれに対する回答、それ

では、最初に1番から3番までについて、柳委員、石田委員から、この内容についてコメントが
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ありましたらお願いします。 

○柳委員 特に1番目に書いているのは基本的にこの報告書の中でバングラデシュ国における

土地の補償価格、建物の補償価格についての補償方針が提示されているわけですけれども、他

のプロジェクトの具体的な比較を行いながらこういった方針を定めているということですので、

他のプロジェクトについて具体的に教えてくださいというような質問をしたということです。

その回答では、チッタゴンの環状道路と、それからパドマ橋のこういったプロジェクトでの補

償の価格から40％、建物の場合は30％というような、そういった方針を採用していますという

回答がなされているということです。パドマ橋プロジェクトとチッタゴンの環状道路プロジェ

クトの具体的な、例えばこういう状況でこういうような価格の算定の仕方をしました、その根

拠はこれとこれに基づいてこうですというような、もうちょっと詳細な紹介がこの中ではない

ので、あったほうがいいかなというふうには思います。もうちょっとより説得的に資料提示し

ていただければと思いました。 

○松下主査 いかがでしょうか。 

○市口課長 チッタゴン、パドマも、同じような数字でありますが、ただ、補償の方針がかな

り複雑なもので、今回もそれは提示していませんけれども、もしご要望であればそれを整理し

た形でご提出することも可能です。 

○松下主査 では、それは後で提示していただくということでよろしいですか。 

 石田委員、いかがでしょうか。2番目のコメントですが。 

○石田委員 訂正していただいたので、基本的にわかりました。私はこれはEIAではなくて、

DFRを見て、DFRにも同じような内容が書かれてあったので、DRFを読んでみて、なるほどこう

いうサーベイをして料金の計算をしたんだなというのは非常によく理解できましたので、理解

が深まったのでとてもよかったと思います。ただ、一点だけ言わせていただければ、結構本業

を抱えているので、こういうものは時間があるときにやるんです。おわかりいただけると思い

ます。時間があるときにばっと見てしまいたいんです。例えば私の場合だと午前中が空いたら

午前中にやってしまって、もう一度提出する前に、JICAに提出する前に、例えば1週間後とか、

3日後の午後にまとめて見るというときにやるんですが、そういうときにいただいている資料

の回答に基本的誤りがあると非常に混乱するんです。時間のむだ、こういうことを言って本当

に申し訳ないんですが、お互いに時間のむだだと思うんです。そういう回答の資料をいただく

ときには誤記載はなるべく避けていただきたい。実はもう1カ所あります。そこでもちゃんと

訂正されていますけれども、誤記載は避けていただけると本当にありがたいと思います。以上、
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要望です。ただし、内容についてはきちんと理解できました。ありがとうございました。 

○松下主査 では、2番については一応これの回答によって訂正されたと。3番についても訂正

事項です。これはいかがでしょうか。 

○柳委員 結構です。 

○松下主査 これもよろしいと。 

 では、4番についてはいかがでしょうか。 

○石田委員 結構です。 

○松下主査 5番についてはいかがでしょうか。 

○柳委員 5番も結構です。 

○松下主査 6番。 

○石田委員 6番は幾つかあります。まず、非常に長い説明をいただき、ありがとうございま

す。とても勉強になりました。というのは、英文で書かれているのは一応RAPのAで始まる

Appendixで始まるところを全部読ませていただいたんですが、どうしても、多分お国柄だと思

うんです。南アジアですから、どうしても演説はあるし、スピーチに誰か呼ばなければいけな

い。それは私も理解しています。それが非常に色濃く出ているなというのは読みながら思った

んです。実際に調査団の方々がどういうところを工夫されたか、またはどういうところをアド

バイスされたか知りたくてこういうコメントを出させていただきました。その結果、オピニオ

ンリーダーを呼ばなければいけなかったというところは、私も相手、カウンタパートとの関係

や事業を円滑に進めるという意味では理解しておりますので、その点については何も異存はあ

りません。 

 ただ、その上で、やっぱり質問があるんです。それでもゲストの数が多過ぎたのではないで

しょうか。例えば、もちろんそれを拒むことは、もう起こってしまったことなので、それにつ

いてとやかく言及するというのではなくて、やり方として、例えば2011年4月30日は非常によ

かったというふうな回答をいただいています。ステークホルダーの列席が300名以上あって、

友好的雰囲気の中から、女性を含む積極的な発言もあり、多くの真摯な意見を取得できました

というふうにあるんです。その点は非常に喜ばしいことだと思うんですが、ただ、その上で、

何かやっぱり子細にAppendixを読んでみると、記録されている人たちのほとんどが、しかも長

い文章の、つまり分量でいえば8割ぐらい皆ゲストスピーカーなんです。または何とかチーフ

とか、コミッショナーとか、偉い人なんです。でも、ホーカーのおじさんです、ミスター・ア

ンブスアス、Aの82ですけれども、屋台のおじさんは、ありがとうと言って、私たちに対して
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もフェアな考慮をしてくださいとお願い、たった3行なんです。もちろん本人は3行だったかも

しれません、言った内容というのは。だけれども、そこら辺がいまだに私は腑に落ちないんで

す。ゲストスピーカーはだらだらとしゃべるでしょう、彼らはしゃべるのがお仕事ですから。

そこら辺、どうなんですか。ステークホルダーミーティングの一つの大きな問題は僕はそこだ

と思っています。参加者の内容、構成によって、ステークホルダーミーティングの質が大きく

左右されてしまうというのは否めないと思うんです。 

 前ぶれが長くなりましたが、そういうことを思っているのと、あとは、今から質問ですけれ

ども、質問は、6番の回答でいただいたところで、ステークホルダーの要望や意見は調査団と

の協議を経てEligibility Policy and Entitlement Matrix、一部反映されています。非常に

好ましいと思うんです。例えば、移転住民の学校への受け入れ支援と書いています。他にはど

んなことがあったのでしょうか、まずこれが第1点目の質問です。 

○市口課長 ステークホルダーミーティングの参加者からの要望を取り入れた例として、お金

に関することがあったかということですか。 

○石田委員 お金でも、それから移転内容に関しても、いわゆる移転の計画から実施、モニタ

リング、その後に至るプロセスすべてにおいて、ですから、お金に限ったことだけで私は聞い

ているわけではございません。 

○市口課長 幾つも実際に取り入れているという事項がございまして、例として移転住民の学

校への受け入れを支援していくというのが一つありますが、他には、基本的には移転地整備の

ニーズはないだろうというのが当初の結論ではあったわけですが、実際ステークホルダーミー

ティングにおいて移転地整備のニーズが出てきたというのを踏まえて、影響住民が望むのであ

れば、移転地についても用意するという形に修正しました。あとは、商業施設が実際に移転す

るという場合に、市役所が建設する新しいマーケットに入れさせてくれないかというようなニ

ーズがありました。それについても、実際にコミッティをつくって、そういう形での対応がで

きないかどうかということを実施段階で検討しましょうということになっていたり、幾つもス

テークホルダーミーティングを踏まえて取り入れている点はございます。金額的なところにつ

いては、50％増しというのを要求している方がステークホルダーミーティングにはいました。

そこについては、他の事業の例を踏まえて、不公平にならないようにという観点も考慮しつつ、

実際には土地については再取得価格プラス40％、建物については再取得価格プラス30％という

ことになっております。 

○石田委員 さらに詳細な例を三つ以上挙げていただいてありがとうございます。私もより理
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解が進みました。ステークホルダーミーティングは僕個人は陳情の場ではないと思っています

ので、ですから、価格に関することは慎重に、両者ないしは第三者を交えてきちんと討議をす

るというプロセスを確保されることが一番大切だというふうに思いますので、そのやり方でや

っていただければいいんだと思います。 

 その上であと2点ほど質問があるんですが、ステークホルダーミーティングはもちろんやら

なければいけなく、やれば有効なことが多いですが、個別のインタビューをもっと徹底的にや

るということは今後は考えられないですか。これから環境レビューをなされるわけですから、

環境レビューをなされる際に、ステークホルダーミーティングの限界性を補うという意味で、

ステークホルダーミーティングはどうしても場所に来られる人しか来られませんから、当たり

前です、物理的に来られる人しか来られない。その日に農作業があったら来られませんから、

来られない人が山ほどいるわけです。そういう人たちの声を拾うという意味で、個別のインタ

ビューをもう少しできる限り丁寧にやってみる。ステークホルダーミーティングに来られなか

った人たちの声を拾い上げる。そのことによって、それは広く裨益をするということももちろ

んあるんですが、事業の計画をさらによきものにするという目的達成に多いに貢献すると思う

んです。そういう点について、ひとつ考えていただければと思います。 

○市口課長 ありがとうございます。ご指摘の点、まさにそのとおりというか、大きなステー

クホルダーミーティングの中ではなかなか発言のできない方もいらっしゃるということで、そ

うではない形での意見聴取というのが重要であるというところは、ごもっともだと思っていま

す。今回の協力準備調査の中でもセンサス調査を行っておりまして、基本は影響を受ける方の

いろいろな資産の状況とか、そういったところが中心だったわけですが、その中で、今回の事

業に対する意見もセンサス調査の中でも聴取をしているという形で、ステークホルダーミーテ

ィングにプラスアルファで影響住民の意見を個別に聞くという機会を設けております。 

○石田委員 センサスは調査票調査ですね。確認です。センサスとおっしゃるからには、全住

民、全ハウスホルダー相手に調査票に基づいた調査をしたということですか。単に確認です。 

○市口課長 センサス調査は全数ではなくて、概略的なところではあるわけですが、必ずしも

定量的な調査だけにとどまらず、定性的なところも含めて質問をしてきているという状況でご

ざいます。 

○石田委員 わかりました。 

 もう一つ、最後なんですけれども、環境レビューの調査をおやりになられる中で、先ほどお

っしゃられたステークホルダーの新たな移転地整備のニーズとか、市役所施設のマーケットに
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入るということを要望として取り上げて、計画の中に盛り込んでいくという、とてもステーク

ホルダーミーティングをやるだけのことがあってすばらしいものが出たと思います。それを今

後モニターしていく機関というものについては、どのようなアイデアで臨まれるのでしょうか。

それをどういう人たちが実際に市が用意した土地に入る人たちの対象になるか。その説明会は

どうするのか。交付はどうするのか。それから、実施はどこで、どうやって行うのか。実施し

た後不公平がないかどうかのチェックを誰がやっていくのかというところ、そういう一連のプ

ロセスそのものを外からちゃんと見ていくというのは、体制として今後おつくりになられるお

つもりなんでしょうか。 

○市口課長 実施をやるのは実施機関、先方政府の担当の公社ということですが、それをサポ

ートする形でNGOが雇用されて、そのNGOが中心的な役割を果たしていく。さらに、それをモニ

タリングしていくという役割、もしくは苦情処理、助言という観点で、それ以外に四つの組織

が設立される予定になっております。一つは、移転に関する助言委員会ということで、ワード

ごとに設置されまして、その中には被影響住民の代表、それから移転実施雇用のNGO等も入っ

て、さまざまな助言を行っていくという形になっています。 

 二つ目としては、苦情処理委員会が設置される予定になっておりまして、こちらもワードご

とに設置されるということで、その中にも被影響住民の代表も入りますし、それから法律的な

専門家等々入りまして、住民が苦情を申し入れた場合には適切な対応を行っていく。それから

そういった苦情処理の手続については、さまざまなパンフレット等もつくって、広く告知して

いくという予定になっております。 

 それから、合同検証チームが設置されまして、実際財産、用地調査で作成された資産目録、

インベントリーを検証する、レビューするという目的で、実施機関の人間、それから用地取得

担当部署の人間、それからNGOの担当者といったところが入るということでございます。最後

に、資産評価査定チームが設置されまして、こちらは用地取得を担当するNGOが査定した土地

や建物の損失資産補償額がきちんとした再取得価格なのかといったところを検証する、レビュ

ーするという目的で設置するということでございまして、こちらも用地取得の担当者、それか

ら地方自治体の代表者等が入る形で構成されるということ。こういった四つの組織がまさに住

民の声を反映しながら、きちんと用地取得・住民移転が実施されるかをモニタリングし、レビ

ューしていくという形になっております。 

○松下主査 今、6番の石田委員の質問に関連してその回答に対する追加的に3点ご質問があり

まして、それに対してご回答をいただいたんですが、これをどういう形で最終的な助言にする
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か、また別途考えるということで、一応6番までよろしいでしょうか。 

 それでは、次は環境影響、7、8、9、いずれも私の質問だったんですが、7番のポイントは、

7ページの10番のところで、Planning stageの影響評価についてBとされていて、impact is 

not so significantとされておりますが、それの内容を見ると、GenderとChiledren's right

に関する懸念事項が書いてある。そうすると、これだけ見るとimpactがそれほど深刻ではない

といっているにもかかわらず、Genderと子供への影響に関して懸念されているということにな

ると、整合性が欠ける、そういう趣旨で質問したわけですが、それに対して、Genderと

Chiledren's rightについて、対応策も含めた記述の改正がございました。したがって、これ

については私としてはこれで了承いたします。 

 それから、8番の点も同じような観点からでして、Construction stageにおける影響評価に

ついてもB評価であって、それほど深刻ではないということになっているわけですが、個別の

説明を見るといろいろ懸念事項が指摘されているということで、これについても整合性をとっ

ていただきたいという趣旨でコメントをいたしました。 

 それに対して、3ページの右側ですが、かなり詳細に想定される懸念事項、大気汚染と水質

汚染と騒音、振動、廃棄物と騒音振動についてそれぞれについて想定される問題、それに対す

る対応策ということで、トータルでそれほど影響がない。そういう趣旨に整理されています。

したがいまして、これについても私は一応納得、了解をいたします。 

 それから、次の9番ですが、これは訂正事項ですので、これで結構です。 

  それから、住民移転に関する10番のコメントですが、地域の雇用対策ですが、PAPsに対する

優先的雇用機会を確保するよう働きかけるという趣旨のコメントをいたしましたが、それにつ

ついて同じ趣旨のことを書いていただけるということで、これも了解いたしました。 

  それから、11番につきましては、市場評価価格でcompensationを、Assessed compensation 

will base on the market priceということで、市場価格に基づく補償をするということであ

ったんですが、JICAのガイドライン等ではreplacement valueという言葉が強調されているの

で、その趣旨を明らかにしてほしいというコメントを出しましたところ、それも修正していた

だけるということで、これは了解いたしました。 

  それから、12番はTop up compensation methodという、そういう言葉が出ていましたので、

それについて内容を説明をお願いしたところ、私もまだ十分理解していないんですが、とりあ

えず説明していただいたということで、これはこれで了解いたしました。12番についてはもう

一回簡単に要点を紹介していただけるとありがたい。文章をざっと読んだだけですと、少し頭
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にすっと入ってこないものですから、いかがでしょうか。 

○市口課長 文章以上に私がうまく説明できる自信はないのですが、今回つくられたRAPとい

うのは、国内法では十分でない部分を含めた、しかし国内法を相当上回るようなレベルのRAP

がつくられているという状況でございます。つまり、再取得価格の30％増しとか40％増しとか、

なっている。ただ、一方で、国内において、用地取得とか、補償をやるのは、実は実施機関で

はなくて、いわゆる地方自治体が行うわけです。ダッカの地方自治体が行う。そこはあくまで

用地取得法に基づいて彼らは手続を行っているのです。そうすると、さっき申し上げたRAPに

書かれた補償ではなくて、国内法の補償になります。そうすると、彼らは基本的にはいろいろ

な資産台帳みたいなものを見ながらやるのですが、その資産台帳が必ずしもマーケットプライ

スを反映していないとか、いろいろな問題があって、必ずしも再取得価格にはならず、再取得

価格を下回るケースが多いという状況でございます。ましてや、再取得価格プラス30％、40％

等は一切考慮せずに決めてしまう。それに対して、実際RAPで定められた補償額というのがあ

りますので、その金額と実際に地方自治体が支払う金額との差というのを、実施機関が補償す

る。その実施機関から払う金額のことをTop up compensationと言うということでございます。 

○松下主査 やや複雑ですが、ありがとうございました。 

 13番も関連した。 

○市口課長 13番について申し上げたいことがあって、私たちの勘違いで、回答が間違えてい

ます。もともと該当部分というのは、バングラデシュの国内の法律に基づく補償の考え方につ

いて書かれていまして、それについては私が今申し上げたとおり基本的にはマーケットプライ

スによって決まっていくということで、ここに書いてあるような50％上乗せという事実はござ

いません。なので、このin addition to the DC, an additional 50％ of the assessed 

value would be made by land Acquisition Officerというのは削除ということでさせていた

だきたいと思います。すみません、申しわけありません。 

○松下主査 一応最後の9から13番についてご説明いただきましたが、いかがでしょうか。よ

ろしいですか。 

○柳委員 十分な時間がなかったのでこれを見ることができなかったのですけれども、今日資

料を見て質問をしたいのですが、環境影響評価の報告書のドラフト案でいただいたものの現況

がチャプター3に、このプロジェクトサイトでのバックグラウンドについての調査が行われて、

大気と水について行われているわけです。水質について行われています。その他にも植物につ

いても行われているわけですが、この中で、例えば大気について見ますと、現況はPM10と
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PM2.5とSO2とNOXとPTというのをやっているんですか。これのデータがテーブルの3-1に出てい

ます。これについては調査計画地域の周辺に調査地点を設けて、それについてその結果を出し

ているわけですけれども、これはあくまでも現状で、これを行ったらどういうふうにそれが変

化するのかという、予測については特にここでは記述されていないということなのでしょうか。 

○松下主査 いかがでしょうか。 

○市口課長 ご指摘のとおりでございまして、これはあくまで現状ということになっておりま

す。一方、通常プロジェクトをやるときに、運用効果指標と呼んでいますけれども、事業の効

果をはかるための定量的な指標を通常設定しまして、ベースラインと、それからターゲットと

いう形で通常設定します。本件についても、もちろん大気汚染の緩和というのが一つの本事業

の目的としてございますので、運用効果指標の中で大気汚染への指標として加えられないかと

いう検討も行ったのですが、本事業だけをインパクトというのを切り取ることがなかなか難し

い。ダッカは急速に自動車もふえていますし、さまざまなガソリンとか、CNGとか、そういっ

た政策にも多いに影響されますので、事業だけの直接的なインパクトとして大気汚染をそうい

った運用効果指標に定めることは難しいというような判断をしております。 

○柳委員 それから、では水質ですけれども、水質は計画の地域のプロットを見ると、必ずし

も、例えば図の3-3で、サンプリングとサーベイポイントというのが資料に載っていますけれ

ども、水質の例えば2番目というのは計画地域とはかなり離れていますけれども、これはどう

してこの地域のサイトを選んだのでしょうか。 

○添川 私から回答します。南アジア部添川と申します。 

本件水質の検査をいたしました地点につきましては、今ご指摘の真ん中の地点は、本来全線

のアライメント上で取得すべきではあるんですけれども、ちょうどこの地域にはバングラデシ

ュの空軍が保有するエアポートの広大な土地にかかっておりまして、そもそも水質検査をする

ことが難しい場所であったということ、それからそのエリアが非常に一般社会とは隔離された

ようなエリアであるので、水質という意味ではそこから西のほうに平行で移動した場所に一般

住宅街がございますので、そちらのデータを取得することのほうがよりデータとしては適切な

のではないかという判断がありましてこちらを選択しています。 

○柳委員 そのデータを見ると極めて、例えばDOにしても、CODにしても、懸濁物質にしても、

非常に数値が悪いですね。もちろんそこは生活の排水がそのまま河川に流れているというよう

な現状があるところだというふうに判断できるのですけれども、例えばこういった計画をやっ

て地域の水環境がよくなるというのは非常にいいことだと思うんです。地域の水環境がよくな
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るような工夫はこのプロジェクトを通して何かされるんでしょうか。全くそれは、現状はこう

なので計画ができ上がっても地域の環境は現状維持なんでしょうか。その点何かお考えはあり

ますでしょうか。 

○市口課長 本事業は鉄道案件ですので、いわゆる水質の改善という効果は想定されないと思

っています。ただ、いわゆる工事中の水質、汚染された水の処理をきちんとやるとか、そうい

う形で、この事業がさらに水質を悪化させることがないようにというところは配慮していきた

いと思っています。 

○柳委員 鉄道事業というのは軌道をつくると当然軌道に降った雨を排水しなければいけない

ですね。排水口の整備は当然されるのですね。 

○市口課長 もちろんでございます。 

○柳委員 そのときの水の、例えば雨水の利用の仕方とか、それからこういった汽車とかMRT

を走らせる、それを洗浄するわけですね。定期的に洗浄すると、その洗浄の排水はどこに流す

のかとか、そういうようなことは当然計画の中に組み込まれていると思いますけれども、そう

いうことと周辺の水環境との関連というのはどうでしょうか。 

○市口課長 もちろん実際一番大きいのは駅と、それから車両基地というところですけれども、

そこについては排水についてはきちんとした処理施設を設けて処理していくという形になって

おります。 

○柳委員 そういう場合に、非常に水質の悪い河川にある程度浄化されたような水が流入でき

るというような工夫を、地域の中で循環できるようなことというのは工夫次第で考えればでき

るかなと思ってこういった質問をさせていただいたわけです。 

○市口課長 我々も視野が狭かったのか、都市鉄道という考え方でしか見ていなくて、まさに

そういう形で浄化した水を他の汚い水と混ぜることによってきれいになる効果というのは、実

は考えていなかったところではございます。ただ、ダッカは非常に人口が稠密なところでして、

その中でこの事業で駅とか車両基地で浄化された水が及ぼす浄化の効果というのは限定的かな

という気もします。ただ、それはもう少し検討が必要なのかもしれません。 

○柳委員 それから、続いてですけれども、テーブルの3-3、先ほどちょっと話が出ましたが、

現況の計画地域の道路サイトでの樹種、樹木の種類についての本数とか、そういうのを調査さ

れているわけですね。これは計画によって伐採されるというわけではないのですね。何のため

に、現況がどうなっているのかを把握するためにこういった調査をされたのでしょうか。道路

サイトの樹木、樹種の本数とかいろいろ数えられているようですけれども。 
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○市口課長 おっしゃるとおりで、これがすべて伐採されるものではもちろんないです。主に

は道路の中央分離帯の上に鉄道が建設されますので、その中央分離帯上にある木をリストアッ

プしている。ただ、柱がある部分だけしか木の伐採は必要ありませんので、すべてが影響をす

るわけではないのですが、影響し得る樹木ということですべてをリストアップしているという

状況でございます。 

○田中委員 関連して、先ほどの大気汚染対策の一つに、道路緑化効果みたいなものがあるん

ですね。街路緑化といいますか。それについては、今言った中央分離帯のところを一部樹木の

伐採があるとすると、それをまさにミティゲーションするような方策というのはお考えになら

れていますか。 

○市口課長 先ほど少し触れましたけれども、エンバイロメントミティゲーションプランの中

に書いているとおり、高架下に公園を設け、そこに樹木を植えていくというような対応をして

いくというのが、エンバイロメントミティゲーションプランの中に入っております。 

○田中委員 高架下は日当たりは大丈夫なんですか。日照とか、あるいは水ですけれども。 

○市口課長 おっしゃるとおり、日当たりということは考えなければいけないと思うのです。

そこはそういう環境のもとで生育し得る樹種を選択していくという形にしますし、水について

は当然きちんとした管理をしていくというようなことで考えております。 

○松下主査 それでは、追加ですか。 

○田中委員 追加で、私が今日お出ししたペーパーは先方にはいっていますか。私が、本当に

直前で申しわけなかったんですが、コメントを幾つか出させていただいておりまして、特に環

境面、あるいは保全措置の面で4ページの2．のところから幾つか掲げております。私が思うに、

EIAレポート第6章を中心にざっと見ていたものですから、十分に全体が見切れていないんです

が、一つは騒音と振動です。Noise and Vibrationで、これは環境面で非常に重要な項目の一

つだと思うんですが、1つは、騒音・振動のこうした定期的な監視測定を行うことというのを

提言させていただきたいなと思うんです。先ほどのモニタリングプランを見ると、騒音・振動

については項目が抜けているように思うんですが、どこかに記載があるんでしょうか。 

○市口課長 適切なご指摘でございまして、まさにモニタリングプランの中にはエア・クォリ

ティとウォーター・クォリティしか入っていないということですが、不十分ということで、コ

メントに基づきまして騒音をぜひともモニタリングプランの中に入れたいと考えております。 

○田中委員 お願いいたします。 

その上で、苦情が多分出てくる可能性があるんですね、騒音問題で。現地の状況は私わかり
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ませんので、自動車騒音のほうが大きいのか、あるいは自動車騒音に加えてこういう鉄道騒音

が加わることでより騒音が増幅するのかわかりませんが、そうしたときに何か追加的な措置が

可能かどうかということです。追加的な保全措置が。現地の状況の中でこれはなかなか難しい

ことはあるかと思いますが、追加的措置が可能なような配慮が必要ではないか。つまり、この

段階で対策は打ちどめという形ではなくて、苦情が出てきたらそこに対応するような柔軟な仕

組みが必要ではないかというのが、この二つ目の指摘です。 

それから、三つ目は、防音・防振対策、特に振動対策で、よく言われるのはレールの長期化、

長レール化というんですか。ごとん、ごとんとか、音とか振動がちょうどレールとレールの継

ぎ目で出てくることが多いようなんです。そこでできるだけ長くすることでそういう騒音や振

動を防ぐことも考えてもいいのかなと。これはざっと私が見た範囲では抜けているように思う

んですが、いかがでしょうか。 

追加的に2点です、コメントです。 

○市口課長 詳細設計の中で振動等騒音対策ということについてきちんと検討していくという

ことにしたいと思っています。ただ、それでも追加的に苦情がある場合については、いろいろ

な騒音対策というのはございますので、そういったときに追加的にやっていくことも当然検討

すべきだというふうに考えております。 

 それから、レールを長くするということについては、確かに報告書の中では触れられており

ません。これについては、繰り返しですけれども、詳細設計の中で、これだけではなくて、多

分いろいろな騒音対策がありますので、総合的に設計を考える中で検討していきたいと考えて

おります。 

○柳委員 関連で、いろいろと特に影響がないというように書かれている建設段階での影響で

特に問題がないというもので、例えばグランドサービスバランスというのがありますね。要は

地盤の問題について、こういった高架でつくるときに、強度を補強するのに地盤構造にどれだ

け杭を打って補強していくのか、非常に重要なところだと思うのですけれども、それについて

は特に影響がないとなっているので、これはちゃんとフォローアップしていただかないと、難

しい問題が後で起こるんじゃないかなとちょっと危惧しているんです。 

 それから、もう一つはこういった高架のものをつくるとき駅舎の問題もそうなのですけれど

も、周辺のビルとの連携性といいますか、大体途上国のこういったMRT的なものは複数の周辺

のビルと全部接続するような形のものが多いと思うんですけれども、この関連を見ても、ここ

は単独の駅だけなのか、周辺のビルとの接続を考えているのかというときに、特に雨期の時期
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とかそういうときにちゃんと雨にぬれないで渡れるような、そういった地域との連携みたいな

工夫を、単独の駅をつくるからいいというのではなくて、そういうような配慮をこの建設の段

階で考えておく必要があるんじゃないかというようなこともぜひ配慮していただきたいと思い

ます。 

○市口課長 ご指摘のとおりだと考えております。環境のところではもしかしたら余りきちん

とした記述がされていないかもしれませんけれども、当然地盤については、まさに工事の安全

とか、実際の安全にも大いに関わってきますので、きちんとボーリング調査を行って、地盤を

きちんと確認した上で適切な工法を詳細設計で考えていくという形にしたいと思っております

し、それから、二つ目のご指摘の点についても、おっしゃるとおりだと思いますので、そこも

きちんと詳細設計で対応していくという形にしていきたいと思っております。 

○松下主査 大分時間がたちましたから、ここらあたりで一回休憩を取りたいと思います。そ

れでは、ここで3時まで休憩して、再開したいと思います。10分間休憩です。 

午後2時50分 休憩 

午後3時03分 再開 

○松下主査 それでは、再開いたします。 

 田中委員のコメントについて、まだ幾つか残っていますので、田中委員、お願いいたします。 

○田中委員 私のペーパーの4ページの（2）のところで、Spoil/Waste、これに関して、ベン

トナイトなどを含めて、汚染土壌が発生する。それを特定の場所に、指定された場所で処分す

るという方針のようですけれども、処分場からの公害、汚染が発生しないようにきちんとした

処分方法の確認と監視を実施すること、こういうのを盛り込んだらどうでしょうかというのが

提案です。これについてはいかがでしょうか。 

○市口課長 まさにご指摘のとおりだと思います。まさに環境モニタリングプランの中にはエ

ア・クォリティ、ウォーター・クォリティしか入っていませんけれども、先ほど申し上げたノ

イズに加えまして、残土の処理場のモニタリングというのもモニタリング計画に入れるつもり

でございます。 

○田中委員 お願いいたします。 

 それから、3点目の（3）のAir Qualityですが、これも先ほどいろいろ議論が出ている大気

汚染対策をどうするかという話があるんですが、なかなかこれは、都市鉄道をつくって利便性

を高めるということで、これで結構なんですが、結果としてモーダルシフトが起きて、区域内

の自動車交通量が減らないと区域の大気汚染が改善しないわけですね。懸念としては、鉄道軌
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道をつくることで、道路が逆に道路幅、幅員が小さくなって、結果として混雑度が増して、ま

た大気汚染物質がふえる。そういうシナリオもあるわけです。そういう懸念もたしか指摘され

ていたと思うんですが、ですから、総合的な交通管理によって、自動車の人が公共交通、都市

交通に移管するような、そういう方策を同時に地域全体としてとっていかなければいけないん

じゃないかという問題関心で、こういうこと、方針を検討してくださいということを盛り込ん

でみたんですが、この点はいかがでしょうか。 

○市口課長 ダッカの大気汚染の悪化状況というのは非常に著しい。それから、自動車の交通

量がものすごい勢いで伸びておりますので、本事業だけで自動車交通を減らしていくというの

はなかなか難しいかと思うのですが、当然ながら本事業を通じて、できるだけそういう伸び率

を鈍化させていくというようなことは我々としては取り組んでいきたいと思っております。具

体的には、駅においてバス等の他の交通機関との連携性というところ、それからMRTを使うよ

うにということで、さまざまなキャンペーン、啓発活動をやっていくというところについて取

り組んでいきたいと思っておりますし、それから一本だけではなかなか使ってもらえないとい

うことで、バス交通との連携、MRTのさらなる拡張、ネットワーク化といったところも、我々

としては、本事業とは少し離れますけれども、取り組んでいきたいと思っているところでござ

います。本事業の中でできるところは限られていますが、やはり我々としてはダッカの都市交

通をどうにかするべく、微力ながら今回の事業以外のところでも取り組んでいきたいと思って

おりまして、具体的には今・来年度から技術協力プロジェクトということで、ダッカの都市交

通マネジメントのプロジェクトを開始するべく、準備を進めているところでございます。これ

ももちろん1,500万人の都市圏のすべてのマネジメントの改善までいかないのですが、ただ、

モデル的に一部地域を選びまして、交通管理のある種実験みたいな形でやっていって、その結

果を踏まえてさらに広げていくというような取り組みもやっていきたいというふうに考えてお

ります。 

 以上でございます。 

○田中委員 ぜひお願いいたします。今のお話の中でいくと、運賃、例えばバスとMRTを相乗

りするとトータルとして安くなるとか、単体でそれぞれ乗るよりも連結して乗ったほうが安く

なるとか、今お話の連結性を高めるという方策もあると思いますので、ぜひそういうことを含

めて、総合的な交通管理で自動車交通を減らすということが大事かなと思いますので、そんな

点もこの方針の中に盛り込めたらいいんじゃないか。直接単体、この事業よりも周辺事業、総

合的な事業なんですが、考えたらどうだろうかということでございます。ぜひご検討ください。 
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 それから、5ページへまいりまして裏面ですが、モニタリングシステムで、先ほど申しまし

た大気、水質のみならず、他の項目、バイブレーションだとかノイズだとか、それからウエス

トだとかありますし、それから、5地点、3地点という設定する場所が、先ほどのチャプター3

のところの地点を多分継続実施するかなと思うんですけれども、これはなぜその地点を選んだ

かというのを考えておかなければいけないと思うんです。その上で、特に操業時については、

いつまで測定するのかということです。これをこの事業の中で測定するのか、もうこれはダッ

カ市、あるいは政府に任せるのか。つまり定量的な環境監視の体制に移行するのか。この点の

継続性の面がわかりませんので、その点について明らかにしてほしいということで、（1）の

コメントは出させていただきました。 

 （2）は、先ほども言いましたように、抜けているのでこれは追加したらどうでしょうかと

いうことであります。いかがでしょうか。 

○市口課長 大気質と水質の観測の地点ですけれども、F/Sの中にベースラインとして測定し

ました3カ所ということで、継続的に事業実施中、それから操業開始した後もずっと継続的に

モニタリングしていくということで計画しています。 

 大気質については、とりわけ重点的にモニタリングをしていく必要があるということで、

F/Sの段階では3カ所だったのですが、プラス2カ所ということで、5カ所と考えております。も

ともと3カ所というのは、北のほうに1カ所、真ん中辺に1カ所、南のほうに1カ所としておりま

すが、追加の2カ所というのは、南北に長いラインですので、その地域的なバランスをとって2

カ所を設定するという方向で考えていきたいと考えております。 

 そういう意味で、（1）の2点目のご質問にある、いつまでモニタリングしていくのかという

ことについては、操業時も含めてモニタリングをしていくという形にしております。 

 それから、（2）ですが、これは先ほども申し上げたとおり、騒音についても、基本的には

F/Sのときに設定した騒音については5カ所だったのですが、5カ所について、継続的に、実施

期間中、それから完成後の操業期間中を含めて、モニタリングをしていくつもりでございます。 

○田中委員 そこで、操業時期、操業期に入ったときに、何年までやるかという話です。つま

り、測定を、基本的には操業期間中はずっとやっていくというお考えですか 

○市口課長 おっしゃるとおりでございます。運営会社が、実施する機関と同じですけれども、

運転が続く限りずっとやっていくということでございます。 

○田中委員 それはそれでそういうお考えがあればいいと思います。よくある日本の例ですと、

事業主体、ここでいえば鉄道主体は、一定期間、例えば2年なり3年やって、そこから先は、つ
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まり日本でいえば環境行政の側に引き継ぐ。通常の環境行政です。つまり一般環境監視に引き

継いでしまう、そういう考え方もあることはあるんです。ですから、この場合、ダッカの場合

はどうなんでしょうか。 

○市口課長 もちろん理想的には環境担当部署、環境局、環境省がきちんとモニタリングする

のが望ましいということなのですが、かなり脆弱で、ダッカ市内においてもきちんとした環境

モニタリングが行われていないという状況ですので、そういう意味では、現時点では事業実施

主体がモニタリングをやっていく。ただ、将来的に環境行政がきちんと整ってきた暁には、環

境行政にやってもらうという選択肢もあるかなと思います。 

○田中委員 今のお考えでよくわかりましたので、多分助言をさせていただくとするとこうい

うことを助言させていただいて、例えば大気質の5地点であれば、いわゆるベースライン把握

のために設定した3地点に加えて、南北に長い適切なところでもう2地点追加をして、沿線の大

気汚染の状況を把握するとか、そういうことが環境レビュー方針として明記されるといいなと

いうふうに思うわけです。それから、測定期間も、一応現時点では事業が継続される期間は測

定していくとか、そういうことだと思いますけれども、そういう書き方でよろしいでしょうか。

大丈夫でしょうか。 

○市口課長 大丈夫でございます。 

○松下主査 そうしますと、事前に委員から提出された質問及びコメントに対する回答、それ

から追加的な質問に対する回答をこれまでやってまいりました。こういった議論に基づいて、

これから助言案をまとめていきたいと思います。それでは、最初に柳委員、石田委員、松下か

ら出したコメントについて、助言として残す部分について検討したいと思います。順番に1番

からチェックしていきます。1番はいかがでしょうか。 

○柳委員 1番についてはRAPについてですけれども、パドマ橋のプロジェクトとチッタゴンの

環状道路プロジェクトのRAPを参考にして作成されていますので、その参考例としてこの二つ

のプロジェクトの算定方式なりを提示して記述していただければと思います。 

○松下主査 では、1番は今言われた方向で助言として残すということでよろしいですね。 

 2番はいかがでしょうか。 

○石田委員 不要です。 

○松下主査 3番はよろしいですか。 

○柳委員 結構です。 

○石田委員 4番も不要です。 
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○柳委員 5番も不要です。 

○松下主査 6番はいかがでしょうか。 

○石田委員 6番については助言が一つ今あるんですけれども、その前にもう一度調査団に確

認させていただきたいんですが、RAPの対象となる、要するに移転の対象となる人たち、影響

を受けて補償の対象となる人々は現在で何人ぐらいになるんですか。ハウスホールドでいえば

何家族ぐらい、人々でいえば。ハウスホールドと、あと教えていただきたいのは、ハウスホー

ルド数と、あとはハウスホールド以外で屋台をやっている人とか、ホーカーの人がいますね、

業者の人たち。そういう人たちが何人ぐらいか、教えてください。 

○市口課長 そういうのも含めて219です。219世帯というか、家でないものを含めて219戸で

す。そのうちの露天商が149です。 

○石田委員 149露天商ですね。人数ではなくて。 

それで、その人たちというのは、もう一つ確認させていただきたかったのは、RAPの報告書、

2011年7月RAPの報告書、ドラフト報告書の中で、チャプター2で、いろいろとディスクライブ

というか、詳述がなされていますが、その人たちのことを差していますか。ここで、プロジェ

クト・アペクティッド・パーソンズがあります。それと今おっしゃった人々というのはほぼイ

コールだと考えていいということでしょうか。 

○市口課長 そのとおりでございます。 

○石田委員 そうすると、私からの助言はこんな形にしたいと思うんです。一応今の段階で

RAPの計画が対象者を外すことなく盛り込んでつくられている。かつ、ステークホルダーミー

ティングを通じていろいろな意見も吸収された。されど、ここから私の助言なんですが、影響

を受ける人たちの中で、もちろんセンサスサーベイをされてはいるんですけれども、やはり調

査の限界というのはどうしてもあるんです。センサスサーベイないしは調査票を用いた調査の

限界、それからステークホルダーミーティングの調査の限界もありますので、かつ今までのケ

ースをいろいろ見ていると、事業をやるときにどうしてもディスクリメントされる、拾ってこ

られない人たちとがどうしても出るんです。上水道とか下水道の場合もそうですけれども。そ

ういう人たちを今回特に拾っていただきたいなというふうに思うようになりました。 

ということで、チャプター2を見ると、全体の人数のうち大体5割が貧しくて、全体の人数の

うち3割が特に貧しいというランクに位置づけされているんです。これはかなり大きな数字だ

と思います。そういう人たちはインタビューの対象になかなか、インタビューしたときも意見

が言えなかったりということも多々あるし、村長さんだとか、コミッショナーがいると黙って
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しまうということもありますので、今回は、特に貧しい人たちや、それから社会的に状況がよ

くわからないんです。例えばエイズにかかって疎外されていたり、村の中で疎外されていたり、

まちの中で特に遠ざけられている人たちがいたりとか、そういう、いわゆるマジカライズに遠

ざけられている人々を対象とした、いわゆる極端なケースを拾ってほしいんです。その極端な

ケースの人たちについてのみ個別にインタビューを行って、可能であれば、可能かつ必要であ

ればRAPの計画にフィードバックを行っていただきたい。そういう調査を環境レビューで加え

ていただきたいんです。というのが私の助言の趣旨です。 

一応文面はつくったんですが、読んだほうがよろしいでしょうか。では、ゆっくり読み上げ

ます。 

影響を受ける人々（PAPs）の5割強が貧困者層に属し、かつPAPs全体の3割が特に貧困である

とランクづけされている。そのため、本事業のRAPがどの対象者に対しても公正に実施される

ことを目指して、最も貧しい人々や最も遠ざけられている人々といった極端なケースについて

個別に丁寧なインタビューを行い、その結果をRAP計画にフィードバックすること。 

以上です。 

○市口課長 ご指摘の点についてはぜひとも対応していきたいと思っているのですが、タイミ

ングとしては、住民移転・用地取得支援のNGOが事業の中で雇用されて、NGOがより詳細な調査

を行っていく。その中で、特に貧しい人たち、特に取り残されている人たちに対してより重点

を置いてインタビューなり調査を行っていく、そういう理解でよろしいでしょうか。 

○石田委員 そのNGOの人たちが調査を行うというのは、RAPの実施計画をつくっている段階で

行うということですね。 

○市口課長 そういうことです。 

○石田委員 それは…… 

○市口課長 詳細設計と平行してRAPの具体的な詳細の計画をつくっていくというところでや

っていく。 

○石田委員 そういうことが予定されているのであれば、環境レビューの中での提言に一つと

して盛り込んでいただけますか。それでいいんじゃないでしょうか。 

○市口課長 わかりました 

○松下主査 それでは、今言われた趣旨で助言として残していくということでございます。 

 それから、次に7番目と8番目ですが、これについては記述を改めていただくということで、

特に助言としては残しません。 
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 9番も同様です。 

 それから、10番、11番についても、指摘事項に対して対応していただいているので特に助言

としては残しません。 

 それから、12、13についてはご説明いただきました。特に13についてはもともとの文章を削

除するということですので、これもコメントとしては落します。 

 以上が事前に配付されていたコメントと回答に関連する助言ですが、柳委員から追加質問が

幾つか出ていましたが、これについてはいかがでしょうか。 

○柳委員 まず、MRT下で植裁を、樹種の調査をやると思いますけれども、これを伐採したり

することが計画のときに予定されているわけですけれども、新たにミティゲーションとして代

替の植樹をするということも考えられると思いますので、そのときには大気汚染に強い樹種を

植樹するように検討していただいて、工事後、供用時に生育状態についてフォローアップして

確認するということをやっていただきたいと思います。 

 また、文言として言いますと、建設に当たっては、計画沿道の樹種を伐採または植裁する際

に、大気汚染に強い樹種を選択し、生育状態等はフォローアップで確認するというような助言

案にしたいと思います。 

 それから、もう一つは、利用者の利便性を高めるために、MRT駅舎と周辺のビルとの連結を

図るように配慮することという助言案をいたしたいと思います。 

○松下主査 今2点助言案が柳委員から提案がされました。 

○加来 柳委員、二つ目のご助言をもう一度読み上げてください。 

○柳委員 利用者の利便性を高めるために、MRT駅舎と周辺のビルとの連結を図るように配慮

すること。 

○奥村 戻りまして一つ目なんですけれども、「連結に当たっては」の後の部分だけ繰り返し

ていただけますか。 

○柳委員 計画の沿道地域ということを言いたかったのですけれども。MRTの沿道といっても

いいと思います。具体的にはMRTの下です。コリドーで組み立てられてある、下のところは伐

採するということですね。 

○奥村 そうしましたら、建設に当たっては、MRT高架下の樹木の伐採または植裁をする際に、

大気汚染に強い樹種を選定し、生育状態をフォローアップすることでよろしいでしょうか。 

○柳委員 それで結構です。 

○奥村 また、二つ目なんですが、こちらはMRT駅舎と周辺のビルとの連携を図るという意味
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でしょうか。 

○柳委員 多分そういう複合コンプレックス的な施設を通常はつくりますね。ここは単体の駅

舎だけを考えているのか、そこがよくわからないのですけれども、周辺の都市計画との連携と

いうことになると思いますけれども、それは計画の段階でもうそういう連携を考えていないと、

後で建物をつくって結ぶというのは難しい問題なんだろうと思うんです。それは計画の諸元自

体がどうなっているのかがここでは詳細なところがわからないので、もしそういう詳細設計で

詰められてきたときに、周辺の建物との連結というものができるような形の設計をしておいて

いただけたらいいと思うのです。 

○添川 ありがとうございます。まさにご指摘の点ごもっともでありまして、既に当調査団も

今回ドラフトファイナルレポートの6章の中でまさにご指摘いただいた周辺施設とのコネクテ

ィビティを重視した関連開発プランを計画するようにと提言を行っておりますし、私どもも今

ご助言いただきましたものにつきまして、次回審査の際に先方政府との合意にもっていこうと

思っております。 

○柳委員 よろしくお願いいたします。 

○松下主査 では、以上、柳委員の助言についてよろしいですか。 

 それでは、田中委員から提出された質問、コメントに関連して。 

○田中委員 私のペーパーの4ページから2．のところで、（1）（2）（3）、それから裏面、5

ページにまいりまして3．の（1）（2）、それぞれ少し表現は変えますが、基本的にこのまま

で助言させていただいたらいかがでしょうか。 

○松下主査 できれば簡単に、助言の趣旨を、説明になっているところも大分ありますので、

ポイントだけ説明してください。 

○田中委員 （1）番です。これはノイズとバイブレーション、騒音、振動についての定期的

な監視測定を行うこと。これは逆にいうと3．の（2）に入っていますが、対策だけにしたほう

がいいんでしょうか。騒音・振動について、周辺住民等から苦情が生じた場合には、追加的な

保全措置を実施するよう配慮すること。また、防音・防振対策の候補の一つとして、長レール

化について検討し、盛り込むこと、保全措置として盛り込むこと、そういう表現になりますか。

端的にいえばそのようなことになると思います。 

 それから、二つ目のスポイルの話ですが、建設残土、スポイルの処分に関して、指定された

場所で処分する措置が示されているが、処分場からの二次公害が発生しないよう、処分場、処

分方法の確認と監視を実施する旨を盛り込むこと。 
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 それから、（3）Air Qualityですが、操業時の大気汚染に関して、総合的な環境管理、方策

によりモーダルシフトを進めて、区域内の自動車交通量をできる限りこれで低減あるいは抑制

する方策を検討し、その方針も盛り込むこと。趣旨としては、先ほどご説明いただいたような

連結を高めるとか、あるいはMRTとしてネットワークをさらに進めていくことだとか、そうい

うことでいいかと思うんですが、全体的に大気汚染対策は難しいと思いますので、ともかくそ

ういうことを引き続き考えてほしいということで、方針に盛り込むことということにさせてい

ただきます。 

 それから、裏面の3．ですが、これはモニタリングシステム、これはこのままでいいかと思

いますが、大気質、水質において、即定点のおのおの5地点、3地点として設定する場所を明示

すること。また、それらの選定した理由を明示すること。操業時においては測定期間について

考慮すること。明記することでも構いませんが、つまり、いつごろまでやるんですかというこ

とを考えてほしい。 

 それから、ノイズとバイブレーションに関しては、測定地点を設定し、適切な頻度で適切な

期間、特に操業時について測定する旨を盛り込むこと。こういう内容をお願いできればと思い

ます。 

○松下主査 以上です。よろしいでしょうか。 

○奥村 連携性を高めるというところですけれども、（3）Air Qualityに関するところで、例

えば、バス等と連結を高めることを方針に盛り込むことというふうにおっしゃったんですけれ

ども、連結を高めるという言葉も入れたほうがよろしいでしょうか。 

○田中委員 そういう含み、事業部でそのことがご理解いただければ、総合的な環境管理によ

りモーダルシフトを進めて、できる限り抑制する方策を検討することとか、そういうことで構

いません。あえて連結を高めるとか、文言を入れなくても構いません。 

○奥村 「できる限り抑制する方策を検討すること」とさせていただきます。 

○松下主査 他によろしいでしょうか。 

○石田委員 先ほどの貧困層に対するインタビューを行ってくださいという件なんですが、う

かつにも詳細設計に回してくださって結構ですと言ってしまいましたけれども、訂正させてく

ださい。その前に質問なんですけれども、RAP報告書のチャプター2、第2章の調査を実際にや

られたのは日本側調査団ですか、それともこれは現地のコンサルタントがやられた結果をその

まま編集されて載せているのか、どっちなんでしょうか。 

○市口課長 日本人のコンサルタントが当然管理していますけれども、実際にやったのはバン
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グラのコンサルタントということです。 

○石田委員 それでしたら私の提言を訂正します。やっぱりインタビューをやってください。

それはもちろんバングラデシュのコンサルタントの人を使う、ないしはカウンタパートの人を

使うことになって当然ですし、そういう調査をやることを理解していますけれども、クォリテ

ィーの問題があるんです、彼だけにやってもらうと。それは何度も見聞きしていますので、申

しわけないんですが、やっぱり日本人が入って、環境社会配慮の団員がおられるでしょうから、

日本人が入って、もし彼らに委託するにしても、彼らと一緒にやって、日本人の目で確かめて

ください。その上で、ですから、私の先ほどの助言は、一言も変えなくて、例えば一番最後、

個別に丁寧にインタビューを行い、RAP計画にフィードバックを行い、詳細設計につなげるこ

と。そういうふうに変更したいと思います。ただ、実施はこの段階で見ておいていただきたい

と思います。 

○市口課長 バングラデシュのコンサルタントに丸投げしたわけではなく、当然日本人コンサ

ルタントも重要なときには一緒に入っていますし、現地の調査も日本人コンサルタントが入っ

ていますし、そういったクォリティコントロールは日本人コンサルタントがきちんとしている

と理解しています。きちんとした詳細なインタビューというのをやっていく必要があるという

ところは、ごもっともだと、我々理解しておりまして、ただ、既にF/S調査も整理も終わりつ

つあるということで、再度コンサルタントを傭上して、本格的な調査をきちんと準備してやっ

ていくという意味では、詳細設計と申し上げましたけれども、実際にやるタイミングとしては

詳細設計の前になると思うのですけれども、その段階でもう一度きちんとした調査をやるとい

うふうに進めさせていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○石田委員 混乱してきたんですけれども、F/Sと環境レビューと詳細設計の時間軸の関係と

いうのはどういうふうになるんですか。 

○市口課長 環境レビューのほうがまさに審査ということで、今年の末ぐらいに行っていく。

その審査が環境レビューということです。 

○石田委員 環境レビューには具体的な現地での調査行為というのは入らないんですか。机の

上での審査ということになるんですか。 

○市口課長 基本的には我々と先方政府との間で議論をしていく。それで、一部もちろんサイ

ト視察といったのもありますけれども、基本的にはF/Sを踏まえて、まだ確認が必要なところ

を議論していくという形が中心になります。その後もしうまくいけばローン・アグリーメント

に進んで、そこからはコンサルタントの選定と、それから移転の支援を行うNGOの選定を行い
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ます。NGOは、バングラデシュ国内のNGOですので、比較的すぐに雇用できる予定です。ですの

で、実際詳細設計を行うコンサルタントが雇用される前に、そのNGOがさまざまな詳細調査を

行っていく。それについてはスケジュールどおりいけば来年の半ばぐらいから調査を始められ

るということです。それをRAPの詳細な実施計画に盛り込みまして、それから詳細設計に盛り

込みまして、スタートしていくという形になります。 

○石田委員 時系列のご説明ありがとうございました。そうすると、私が関心がある部分とい

うのは、河野課長にお聞きしたいんですが、どういう形で盛り込むことが可能でしょうか。 

○河野課長 今、市口が申し上げたような感じで、要するに普通詳細設計をやる前に詳細な調

査をやるんです。それは別にJICAだけではなくて、他の製品でも同じですけれども、詳細設計

のときにならないと本当に細かい住民移転の場所確定というのはできないんです。ですから、

石田委員のご懸念については、詳細設計の前のNGOを活用した調査のときにがっちりやってい

くということが現実的ではないかと思います。 

○石田委員 そうすると、今回は環境レビューでできる助言としては外れてしまうことになり

ますか。私としては助言できないことになりますか。環境レビューに対しては影響を残せない

ような気がしているんですけれども。 

○河野課長 いえ、環境レビューの段階でそういうことを先方政府と合意するみたいなことは

できると思います。ただ、環境レビューというのは非常に限られた時間なので、人数も限られ

ていますし、実際に現地の人と話をするというのは、それは難しいのかなと思います。 

○石田委員 ただ、実際机の上でのやりとりなんですね、環境レビューというのは。非常に言

葉は悪いかもしれませんけれども、そういうことですね。いわゆる協議ですね。レビューとい

われたから、僕は実際に現地に行くのかとずっと思い込んでいた。 

○河野課長 いえ、もちろん再調査をやったりする場合もあります。だけれども、それはごく

ごく1日とか半日ぐらいの短時間の話であって、そんなに現地の人と話をするという、そうい

うことでは多分ないと思います。 

○石田委員 それは非常に残念ではありますけれども、そういうことであるならば、先ほどつ

くった文面はそのまま生かしていただいて、協議に盛り込むこと、または申し送っていただく

ことというような文章になりますか。それをつくっていただいて、また見ます。 

○松下主査 それでは、先ほど石田委員が助言として提案されたのは残しておくということで

よろしいですね。 

○柳委員 エア・クォリティで、田中委員が提案されたところですけれども、モーダルシフト
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を考える。それは例えば利用料金の話は、結構MRTのときいつも議論になりますね。利用しや

すい価格帯、年齢層とか、いろいろなことを考えて、多様なメニューをつくっておくというこ

とがモーダルシフト、経済的なインセンティブを与える一つのやり方ですね。いろいろな国に

行くといろいろなものがありますけれども、そこを入れていただけないかと思うのです。総合

的な交通管理と一遍に言っている。それは一体何なのかというのが、受け取り方がいろいろあ

るので、一つの方向としては、例えば利用料金の多角的なメニュー化などの経済的インセンテ

ィブに配慮した総合的な交通管理によりとか、そういう前置きを入れていただいたらどうでし

ょうか。 

○田中委員 追記していただいて構いません。 

○柳委員 そのようなことを入れさせていただいて、田中委員の助言に加えさせていただきた

いと思っているんですけれども、いかがでしょうか。 

○田中委員 先ほども申しましたように、MRTとバスとの乗り継ぎ運賃制度とか、そういうこ

とをやるというのはとてもいい。 

○柳委員 一体化して。 

○田中委員 一体化するとか。 

○柳委員 そういうのが重要です。 

○松下主査 もしあれでしたら、もう一回。 

○田中委員 原案の段階で盛り込んでいただいてもいいですし、今の段階で整理できれば原案

をご準備いただいて、修正するなり。 

○奥村 今の段階では、総合的な交通管理という語句の前に、利用料金の多面的メニュー化に

よる。 

○柳委員 メニュー化などの経済的インセンティブにも配慮した総合的な交通管理によりとい

うということを入れていただければと思います。 

○奥村 利用料金の多面的メニュー化など、経済的インセンティブにも配慮した総合的な交通

管理により。 

○松下主査 それでは、一応事前のコメント、質問に基づく助言案は以上です。 

○田中委員 助言させていただくかどうかあれなんですが、私のペーパーの1ページから何点

か、事務局も含めて、環境レビューを取り扱う。先ほど石田さんもそういうご質問をされたん

ですが、どう扱ったらいいかということで、少し今後のこともありますので確認をさせていた

だきたいと思うんです。環境レビューのそもそもの意義というのは、1ページの、先ほど確認
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しましたけれども、プロジェクトがもたらす可能性の正及び負の影響について確認するとか、

必要な方策を評価する。あるいは当該方策も含めた評価を行う。それから協議結果を確認する。

この一連の行為が環境レビューだとすると、実はここに当たる、レビュー方針、あるいはレビ

ュー内容が提示されて、それを多分我々の助言を行うということになると思うんです。違いま

すか。 

○河野課長 おっしゃるとおりだと思うんですが。 

○田中委員 つまり、今日お出しいただいたこのA3の表の枠です。これが、これに当たってい

るかどうかというのを見ますと、やや貧弱なんです。例えば、これはさかのぼっていって、違

う別のレポート、こういうレポートを見ていけば、部分部分にはできてくるんですが、恐らく

河野さんも前回の8月のときの委員会でもおっしゃっていたように、環境レビュー方針という

のをつくって、こういう考え方でやりますよということを出して、それについてワーキングあ

るいは助言委員会で助言するということになると思うんです。ここはいかにも中途半端な、今

日のレベルでいえば、例えばモニタリング項目と書いてあるだけなんです。これとこれとこれ

をモニタリング、頻度はこうで、場所はここで行うと書いてあれば、それの内容に対して追加

的にコメントできるわけです。ということで、環境レビューの方針をガイドラインに沿って作

成してほしいというのが基本的に私の希望です。 

○河野課長 そこは検討させてください。私の理解では、調査の中でここに書いてあることも

かなりカバーされているということでありまして、あくまで我々が委員に諮りたいというのは、

この環境レビューの段階で一体どこを確認するかということだと思うんです。ですから、ただ

おっしゃるように、今回書いている内容は薄いというふうな感じもしますので、ここについて

は工夫させていただくということだと思います。 

○田中委員 例えば、私のペーパーの2ページに、今回の案件に関して相当量の文書が何種類

か送付されてきた、Appendixも含めて。要するに環境レビューに当たる、あるいは環境レビュ

ー方針に当たる文書はどこになりますかという問い合わせをしているわけです。いろいろある

わけです。ドラフトファイナルレポートの第７章なのか、あるいはドラフトファイナル全体な

のか、あるいはENVIRONMETAL IMPACT ASSESSMENT STUDYなのか、あるいは今回出していただい

た横長のがあります。そこのところを何に対して我々が言うんですか。ドラフトファイナルレ

ポートについてもう一回改めてやるんですかと、こういうことです、問い合わせは。そこを特

定してください。もしこのことについてやるなら、このことをきちんと審議する上でこういう

ものを見ますということなんです。 
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○河野課長 そうです。おっしゃるとおりです。 

○田中委員 であれば、このことを、これが環境レビュー方針ならこの内容をきちんと書いて

くださいということなんです、趣旨は。ですから、まさに書いてあるJICAの回答もそういう趣

旨だと思うんですが、アセスメント・オプションとか、住民移転計画とか、これこれ書いてあ

って、ですから、するために必要に応じてミニ文書を参照、ですから、こういう文書を参照す

るけれども、そもそも環境レビュー方針というのはこれだけのものなんですか、JICAが用意し

ているのは。 

○河野課長 そうです。 

○田中委員 だから、これだけであれば、内容が不足していて、もっとわかりやすく、レビュ

ー方針として、つまり本当のレビューというのは、このページでいえば1ページの、先ほど

JICAから説明されたように、プロジェクトがもたらす可能性の正及び負の影響について確認す

る。あるいはそれを回避し、提言し、最小化し、緩和し、代償するために必要な方策を評価す

る。こういうこと、この中に入っていないわけです、そういうものが、この文章だけではとい

うことです。ですから、環境レビュー方針というのをきちんと提示してもらって、それがきち

んとしたのは、こういう幾つかのレポートからうまく反映されて、そこも含めて、このレビュ

ー方針で必要かつ十分なのかというのを審議するというのが多分助言委員会の役割だとすれば、

そこの抽出過程をきちんとしてくださいということです。ですから、環境レビュー方針という

のは一体何なんですか。どれを差していっているんですかということです。 

○河野課長 ご意見はよくわかりましたので、我々として考えたいと思いますけれども、通常

我々はこういう形で非常にシンプルにまとめているものですから、それをそのままお諮りして

いる。ただ、おっしゃるようにレビュー方針としては少し足りない部分もあるかと思いますの

で、そこについては我々のほうで検討して、また提出させていただければと思います。 

○柳委員 関連ですけれども、この確認済み事項というのは、多分8月31日のドラフトへの助

言に対する対応結果と配られました。対応結果というのは基本的に確認済みとはなっているけ

れども、本当に確認済みなのかを再度これでチェックしてくださいということですね。ただ、

石田委員の助言案等を見ると、多分これとの対応性をちゃんと確認をする作業を最初はやって

いた。一生懸命ちゃんとなっているかどうか。いやいやこれは違うじゃないかというような助

言をしているのです。だから、これはそういうことをやるのかなと最初思ったのです。しかし、

それはもう終わっているという、終わっていて、ちゃんと確認されたかどうかのチェックは

我々もやらなければいけない。さらに、環境レビュー方針をやらなければいけないということ
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で資料がどんと送られてきて、全部は読めません。この期間に、いろいろな本業があるのだか

ら。それも我々苛酷な要求がある。それで皆さん言われているのだと思います。 

○田中委員 私が繰り返し強く言ったのはそういう話なんです。 

○河野課長 本来であればドラフトファイナルレポートを見ていただいた方にもう一度やって

いただければ多分スムーズだと思うんです。ただそれができないものですから、我々としては、

やはり原典の、すべてのレポートは出そうと。もちろんここでレビュー方針の中に確認済み事

項と書いてはおりますけれども、全部をすべてというのはやっぱり難しいわけです。ですから、

落ちる部分もありますから、そこについては、もしごらんになりたい場合には原典に当たって

くださいというふうなことでありまして、ただ、工夫の余地はあろうかと思いますので、そこ

は我々も検討はしたいというふうに考えます。 

○石田委員 田中委員の発言に関連して、私も改めて環境レビュー方針をもう一度じっくりな

がめて思ったのは、環境レビュー方針というのは、環境レビュー方針をこれから実施する調査

団と相手国にとって必要な、要するにプラン・オブ・オペレーションなんです。私たち、その

プラン・オブ・オペレーション、実際実施の計画の項目が書いてあるのであって、実際に、繰

り返しになりますけれども、例えばこの正負の影響について見なければいけない、自然環境に

ついてはこれについて見なければいけないというようなことを記述するのではなくて、それは

もっと多分別に項目が調査団のところで相手国政府にあるんだと思うんです。ただ、それを書

いていただければいいんですけれども、何か具体的な活動をするための活動項目が書かれてあ

って、実際に調査しなければいけない調査項目がほとんど書かれていないような気がするんで

す。または、ミックスされている。ただ、そこら辺の整理をしていただいて、煩雑でなければ、

私たち向けに環境レビュー方針というのをもう少し考えて、私たちは要するに項目を上げる立

場にいるわけですから、何を調査する、項目が不足なのか、過不足なのかというのを調べるこ

とを書けるような、そういう調査レビュー方針ないしは調査レビュー項目というふうにしてい

ただいたほうが、よりわかりやすかったというふうに、今思いました。 

 追加ですけれども、以上です。 

○田中委員 これは公表される資料なんですね。 

○河野課長 そうです。 

○田中委員 ですから、我々はこの部分について、あるいはこのペーパーの、主にこの部分に

ついてコメントをした。あるいはこれも含めてバックグラウンドにあるこういうものも含めて

コメントしましたということです。ですから、私、実は助言しようかどうかと思っているのは、
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環境ガイドラインの趣旨に照らした環境レビュー方針を作成することとか、つまり、先ほど文

言で整理されているような、つまり環境レビュー方針にいくことも、これが本当に対外的に出

たときに、これがダッカの環境レビューなんですか、方針なんですかと言われたときに、やや

貧弱な気がするんです。 

○河野課長 非常にシンプルに書かれていますけれども、我々が環境レビューで確認する項目

はこれだということは、間違いないんだと思います。ただ、おっしゃるように項目しか書いて

いませんので、一体これは何なのかというのはわからない部分もありますので、そこは工夫の

余地はあると思います。 

○田中委員 つまり、対外的に見たときに、内部文書としてはこれでいいかもしれません。し

かし、対外的に見た第三者が、このダッカの環境レビューというのはこういうことをやるんだ。

こういう項目が環境レビューなんだと誤解をされる可能性がある。つまり、JICAのガイドライ

ンのここに沿っての環境レビューというのは、いろいろ先ほどご紹介があったように、いろい

ろな観点から正と負の影響を評価したり、方策がどれだけ提言されるか評価したりしているわ

けです。 

○河野課長 繰り返しになりますけれども、これだけではなくて、もちろん協力準備調査のこ

ういう分厚いペーパーがそのバックにあるわけです。ですから、それも含めて我々は見ていま

すということだと思います。ここはあくまで残って、まだ解決されない部分について抽出され

ている項目だというふうにご理解いただければと思います。 

○田中委員 そこはちょっと認識が違って、こういうデータはいろいろなレポートがあります。

ここから抽出されてくるものが環境レビューですということなんですね、繰り返しますと。残

された、あるいはそこから必要な、例えばこういうことを確認していくとか、こういうモニタ

リングを実施していくということですね、その頻度はこうだとか。ですから、ここはある種の

インデックスで、中を見ればわかるんですという話ではなくて、環境レビューというのは、こ

ういう文書、今までつくられてきた文書のある種のそこから抽出なり、必要なレビューとして

こういうことをやりますよ、あるいはこういうことを考えていますということがペーパーとし

て出てくる、そういうことです、繰り返し言って申しわけないんですが。 

○河野課長 またこれは整理して議論させていただければと思います。 

○松下主査 今、田中委員が指摘された点は非常に重要な点ですので、もう一度JICAで整理す

る。 

 それから、先ほど冒頭少し議論した、柳委員が指摘された点ですが、環境レビュー方針の中
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で、自然環境については、現在の記述は特段の要確認事項なしとなっていますが、これは修正

するということでよろしいんですね。 

○市口課長 追加的な確認事項はなしという形でやります。 

○松下主査 協力準備調査等でこれまで確認されたことに加えて追加的な確認事項はない、そ

ういう趣旨です。 

 それでは、今後のスケジュール等について説明をお願いいたします。 

○河野課長 10月3日確定になりますので、来週お休みがありますけれども、来週中には原案

を送らせていただきたいと思っています。できれば水曜日とか木曜日です。確定は翌週の、例

えば9月28日水曜日ぐらいをめどにいただければ、10月3日の全体討議には十分間に合うと思い

ます。 

○松下主査 それでは、今日の議論をベースにして、助言案をまずは事務局で取りまとめてい

ただいて、それを回覧して、最終的には9月28日までには確定するということで、よろしくご

協力をお願いいたします。 

 どうもありがとうございました。 

午後3時57分 閉会 


